
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税

︵
種
別
割
︶
の
身
体
障
が
い
者

な
ど
減
免
申
請
手
続
き

　
減
免
申
請
が
必
要
な
方
は
期
間

内
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
減
免
の
対
象
と
な
る
自

動
車
は
１
人
１
台
の
み
で
す
。

窓
口
で
の
手
続
き
が
必
要
な
方

　
①
新
規
に
申
請
さ
れ
る
方

　
②
継
続
の
方
で
内
容
に
変
更
の

　
あ
る
方

◆
普
通
自
動
車
︵
臨
時
窓
口
︶

と
　
き

　
３
月
７
日
㈮
、
18
日
㈫
、

　
４
月
21
日
㈪
、
５
月
16
日
㈮

　
９
時
〜
12
時
、
13
時
〜
16
時

 

︵
最
終
受
付
　
15
時
30
分
︶

と
こ
ろ

　
恵
那
総
合
庁
舎
　
南
棟
会
議
室

　※

東
濃
県
税
事
務
所
︵
多
治
見

市
︶
で
は
、
随
時
受
付

　 

岐
阜
県
東
濃
県
税
事
務
所

︵
☎
０
５
７
２
ー

23
ー

１
１
１
１
︶

◆
軽
自
動
車

と
　
き

　
２
月
３
日
㈪
〜
６
月
２
日
㈪

　※

土
日
祝
日
を
除
く

と
こ
ろ
　

　
税
務
課
、
各
出
先
事
務
所

　 
税
務
課
︵
☎
内
線

147
︶

み
ん
な
で
防
ご
う

高
齢
者
の
消
費
者
被
害

　
高
齢
者
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の

特
徴
は
﹁
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
に
気

づ
き
に
く
い
﹂
﹁
ト
ラ
ブ
ル
に

あ
っ
て
も
誰
に
も
言
わ
な
い
﹂
な

ど
で
す
。
悪
質
商
法
被
害
、
振
り

込
め
詐
欺
被
害
な
ど
を
防
ぐ
に
は
、

日
頃
か
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
大
切
で
す
。
普
段
と
違
う
様

子
が
見
ら
れ
た
時
は
﹁
ど
う
し
た

の
？
﹂
な
ど
の
声
か
け
を
お
願
い

し
ま
す
。
そ
の
一
言
で
被
害
を
未

然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
中
津
川
市
は
、
こ
れ
か
ら
も
市

民
の
皆
さ
ま
が
安
全
に
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
地
域
社
会
づ
く
り
を
目

指
し
、
消
費
生
活
相
談
室
を
維
持

し
、
継
続
し
て
消
費
者
行
政
に
力

強
く
取
り
組
み
ま
す
。

　 

消
費
生
活
相
談
室

　◆
め
ざ
せ
就
職
★
セ
ミ
ナ
ー

と
　
き
　

　
２
月
４
日
㈫
、３
月
11
日
㈫

　
各
日
９
時
30
分
〜
15
時
40
分

◆
子
育
て
マ
マ
さ
ん

　
再
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー

と
　
き

　
２
月
19
日
㈬

　
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

※

求
職
活
動
実
績
の
１
回
に
該

当
す
る
セ
ミ
ナ
ー
で
す
。

︵
企
業
向
け
セ
ミ
ナ
ー
︶

◆
新
入
社
員
フ
ォ
ロ
ー
研
修

と
　
き
　
２
月
７
日
㈮

　
９
時
〜
16
時
30
分

◆
ク
レ
ー
ム
対
応
研
修

と
　
き
　
２
月
21
日
㈮
　

　
９
時
〜
16
時
30
分

◇
共
通
事
項

と
こ
ろ
　
ひ
と
・
ま
ち
テ
ラ
ス

参
加
費
　
無
料

持
ち
物
　
筆
記
用
具

※

各
講
座
の
詳
細
な
ど
は
、
下

記
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

◆
内
職
を
出
し
た
い
企
業
さ
　

ん
を
募
集
し
て
い
ま
す
！

　
当
セ
ン
タ
ー
で
は
内
職
の
希

望
者
に
仕
事
の
紹
介
も
行
な
っ

て
い
ま
す
。

　
内
職
す
る
人
を
募
集
す
る
企

業
さ
ん
は
お
気
軽
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

ワ
ー
カ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

︵
☎
65
ー

０
９
８
８
︶

 

2025年  ２月９

勤
労
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー　

　
　

   

（
ワ
ー
カ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）　

　
　    

か
ら
の
お
知
ら
せ

問

問

問

問
・
申
込

︵
☎
内
線

167
︶

自動車・バイクの手続きはお早めに  
　自動車税・軽自動車税（種別割）は、毎年４月１
日現在でナンバーの登録がある方に課税されます。
変更手続きなどをしないと、税金がかかり続けます。
　手続きの方法・受付場所は種別により異なります
ので、下記の各窓口へお問い合わせください。

原動機付自転車
（125cc以下）

小型特殊自動車
（農耕作業用など）

軽自動車（三輪、四輪）

普通自動車

二輪車
（125ccを超えるもの）

・中津川市役所

・お住まいの市区町村役場

・岐阜運輸支局（岐阜市）
 （☎050-5540-2053）

・住所地管轄の運輸支局

・軽自動車検査協会岐阜事務所（羽島市）
（☎050-3816-1775）

・住所地管轄の軽自動車検査協会

【持ち物】
・ナンバープレート
・本人確認書類（運転免許証など）

・お住まいの地区の自家用自動車組
合、車屋さん、行政書士事務所な
どでも代行手続きが可能です。

【持ち物】
各手続きの受付窓口へお問い合わせ
ください。

種 別 手続きの受付窓口

3月は窓口が非常に混雑します。
名義・住所変更、廃車などの手続きは
お早めにお願いします。

税務課（☎内線147）問
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